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『事業計画期間中の事業化状況報告において、毎年3月分の事業場内最低賃金が
地域別最低賃金＋30円以上にならなかった 』
『給与支給総額の年率平均の増加率が1.5%以上にならなかった

・未達の際の「判定の猶予」 ・補助金返還の免除規定により
返還不要となる場合があります

事業化状況報告
賃上げ要件未達の際の「免除規定」と「判定猶予」

◆事業場内最低賃金増加の要件判定

◆事業化状況報告２回目以降及び猶予を希望しない場合の免除規定の計算

◆事業場内最低賃金増加『要件判定』のタイミング



◆事業場内最低賃金増加の要件判定

事業化状況報告年の３月分の給与台帳において
事業場内最低賃金は前年１０月に発表の「地域別最低賃金」＋３０円以上増加している

地域別最低賃金＋３０円以上である 地域別最低賃金＋３０円未満である

返還不要 返還必要

事業化状況報告システムで
『猶予を希望する』にチェック☑を入れることができる

※猶予を希望した年には要件を達成したかどうかの判定は行ないません。
ただし、賃金引き上げの報告は翌年から計画年数分の報告が必要です。

１回目の報告であるYES

免除規定・返還要否確認
※次のページへ

※４次までの特別枠・特通枠および５次以降の事業者様が対象です。
※回復型賃上げ・雇用拡大枠の事業者様は対象外です。
※１年の猶予を選択しても賃金台帳の提出は必要です。

NO及び猶予を希望しない



◆事業化状況報告２回目以降及び猶予を希望しない場合の免除規定の計算
※会社全体の事業計画の基準年度と報告年度に提出する決算書の実績値をもとに
付加価値額の増率を比較し、年率平均の増率が１．５％未満となる場合「返還不要」となります。

【参考画面】会社全体の事業計画

【参考画面】事業化状況報告システム
①事業場内最低賃金 （２）免除規定の計算

免除規程の計算については、決算書をもとにシステム（④現在の状況）
に入力することで自動で増加確認を行い、返還免除か返還必要かが表
示されます。

免除規定の計算のタイミングについては
次ページへ

※回復型賃上げ・雇用拡大枠においては、１年後の免除規定は対象外です。



◆事業場内最低賃金増加『要件判定』のタイミング

1回目の報告で事業場内最低賃金の要件未達の場合
猶予を希望することができます。
事業計画が3年の場合翌年から3年（★）要件達成の
判定を行います。

事業場内最低賃金の要件未達で「返還必要」となっ
たが、基準年度の翌年の確定した決算書の提出があ
る場合、付加価値額の伸び率による免除規定の計算
の対象となります。
計算の結果伸び率が1.5%未満の場合返還不要となり
ます。

1回目の報告で事業場内最低賃金の要件未達の場合
猶予を希望することができます。
事業計画が3年の場合翌年から3年（★）要件達成の
判定を行います。

報告時に基準年度
と比較する

決算書がある場合

報告時に基準年度
と比較する

決算書がない場合

※この報告時に提出できる決算書
は令和4年3月～令和5年2月の間
の確定した決算書であるため、比
較できる決算書の提出ができませ
ん。

事業場内最低賃金の要件未達で「返還必要」となったが、決
算書の提出ができない為、付加価値額の伸び率による免除
規定の計算は次年度の報告時に提出する決算書をもとに
行います。
計算の結果伸び率が1.5%未満の場合『返還不要』となります。
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